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第３次愛西市総合計画について（諮問） 

 

愛西市総合計画審議会条例（平成１７年愛西市条例第１６９号）第２条の規定

に基づき、次のとおり諮問します。 

 

１．諮問事項 

  第３次愛西市総合計画の基本構想及び基本計画の策定に関すること。 

 

２．諮問理由 

  本市では、平成２９年度に、平成３０年度から令和７年度までを計画期間と

する「第２次愛西市総合計画」を策定し、本市の将来都市像である「ひと・自

然 愛があふれるまち」の実現に向け、本計画に位置付けられた様々な施策を

実施してまいりました。 

  この間、社会情勢や現計画に位置付けている課題は変化が生じてまいりまし

たが、令和４年度には後期基本計画として、現行計画に新たな課題に対する取

組内容等を追加し、対応してまいりました。 

近年、社会情勢の変化は著しく、人口減少・超高齢社会への対応としての人

口規模に応じたまちづくり、DX、GXの推進、SDGｓの達成に向けた取組等の

重要度は高まっております。 

多様化・複雑化する行政需要に的確に対応し、持続可能な愛西市を目指すた

めには、総合的かつ計画的な行財政運営が必要です。本市では、市民と協働し

て計画的な行財政運営を進めるため、現行計画の終了後の令和８年度を初年度

とする「第３次愛西市総合計画」を策定することといたしました。 

つきましては、貴審議会に「第３次愛西市総合計画」の基本構想及び基本計

画の策定について、諮問します。 
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